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成育医療等基本方針の指標（医療）
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総合研究部医学域基礎医学系社会医学講座）

はじめに

政府は成育基本法（成育過程にある者及びその保護
者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく
提供するための施策の総合的な推進に関する法律）の
基本理念に則り，「成育医療等の提供に関する施策の
総合的な推進に関する基本的な方針」（以下，成育医
療等基本方針）1）を定めることになっており，成育医療
等協議会 2）が組織された。2020年 2月に第 1回協議会
が開催され，第 5回協議会で成育医療等基本方針案を
承認し，2021年 2月に閣議決定された。さらに，2020
年度から 2022年度までの成育医療等基本方針の指標
案が，2021年 12月の第 6回協議会で承認された。
本稿では，医療に関する指標ととともに，2023年
度からの第 2次成育医療等基本方針の策定と指標につ
いての進捗状況を概説する。

1．成育医療等基本方針

成育医療等基本方針は，成育医療等の提供に関する
施策の推進に関する基本的方向，基本的な事項，その
他の重要事項で構成され，基本的方向では現状と課題
を列挙し，基本的な事項で，医療，保健，教育及び普
及啓発，情報利活用の体制，調査研究，災害時の支援，
推進体制について記されている。
第 1次成育医療等基本方針（2020-2022年度）のポ

イントを表 1にまとめた（表 1）。
基本的方向性は，成育過程にある者等を取り巻く環

境が大きく変化している中で，成育医療等の提供に当
たっては，医療，保健，教育，福祉などのより幅広い
関係分野での取組の推進が必要であることから，各分
野における施策の相互連携を図りつつ，その需要に適
確に対応し，子どもの権利を尊重した成育医療等が提
供されるよう，成育過程にある者等に対して横断的な
視点での総合的な取組を推進するとしている。
特筆すべきは，情報の利活用について，乳幼児期・

学童期の健診データなどの情報の電子化と標準化の推
進や子どもの死亡検証体制（Child Death Review）の
整備，ICTを活用した利便性や情報発信による施策
の推進など具体的に記されたことである。健やか親子
21は，普及啓発に位置付けられた。また，国，地方
公共団体が健やか親子 21の計画に医療を加えた計画
を立てて PDCAサイクルに基づく取り組みを実施す
ることが記載された点である。

2．第 1次成育医療等基本方針に基づく指標の設定

第 1次成育医療等基本方針は 2020年度から 2022年
度の 3年間である。保健領域の指標は健やか親子 21
を踏まえて検討され，医療については新たに検討され
た。指標案の検討は，筆者が研究代表者を務める厚生
労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基
盤研究事業）「成育基本法を地域格差なく継続的に社
会実装するための研究」研究班（以下，研究班）およ
び，「母子保健情報を活用した「健やか親子 21（第 2
次）」の推進に向けた研究」（研究代表者：上原里程）
で行われた。この案が成育医療等協議会で承認され，
閣議決定された。
指標設定の基本原則を，①基本方針の指標であるこ

と，②既存統計のある指標とすること，③指標達成に
ロジックモデルを導入することとした。ただし，ロジッ
クモデルについては 2023年度からの第 2次基本方針
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表 1　成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の概要
（1）成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
①周産期医療等の体制 総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター等の整備を通

じた地域の周産期医療体制の確保 等
②小児医療等の体制 子どもが地域において休日・夜間を含め，いつでも安心して医療サービスを

受けられる小児医療体制の充実 等
③その他成育過程にある者に対する専門的医療等 循環器病対策基本法等に基づく循環器病対策の推進 等
（2）成育過程にある者等に対する保健
①総論 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対する地域における相談

支援体制の整備の推進 等
②妊産婦等への保健施策 産後ケア事業の全国展開等を通じた，成育過程にある者とその保護者等の愛

着形成の促進 等
③乳幼児期における保健施策 乳幼児健診等による視覚及び聴覚障害や股関節脱臼等の早期発見及び支援体

制の整備 等
④学童期及び思春期における保健施策 生涯の健康づくりに資する栄養・食生活や運動等の生活習慣の形成のための

健康教育の推進 等
⑤生涯にわたる保健施策 医療的ケア児等について各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な

支援体制の構築 等
⑥子育てや子どもを持つ家庭への支援 地域社会全体で子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりの推進 等
（3）教育及び普及啓発
①学校教育及び生涯学習 妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識の普及・啓発の学校教育

段階からの推進 等
②普及啓発 「健やか親子 21（第 2次）」を通じた子どもの成長や発達に関する国民全体の

理解を深めるための普及啓発の促進 等
（4）記録の収集等に関する体制等
① 予防接種，乳幼児健康診査，学校における健康診断に関する記録の収集，管理・活用等
に関する体制，データベースその他の必要な施策

PHR（Personal Health Record）

② 成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡原因に関する情報の収集，管理・活
用等に関する体制，データベースその他の必要な施策

CDR（Child Death Review）等

（5）調査研究
成育医療等の状況や施策の実施状況等を収集し，その結果を公表・情報発信することによる，政策的対応に向けた検討等
（6）災害時等における支援体制の整備
災害時等における授乳の支援や液体ミルク等母子に必要となる物資の備蓄及び活用の推進等
（7）成育医療等の提供に関する推進体制等
各種施策に関する各地域の優良事例の横展開を通じた各地域の施策の向上 等
◆その他の成育医療等の提供に関する施策の推進に関する事項
国・地方公共団体は，施策の進捗状況や実施体制等を客観的に評価し，必要な見直しにつなげるPDCAサイクル に基づく取組の
適切な実施等

に基づく指標について研究班が提案することとした。
また，基本方針期間が短いために，今回は目標値を
設定せずに次期方針の指標の際に目標値を設定するこ
ととした。
指標は 43設定した。保健が 30，医療が 9，共通が
5指標である。医療の指標および保健・医療共通は表
2の通りである（表 2）。

3．第 2次成育医療等基本方針と指標

現在，成育医療等協議会で 2023年度からの第 2次
成育医療等基本方針が検討されている。同時に研究班
では指標の検討を行っている。第 2次は，第 1次を踏
襲しつつも，進捗状況や，こども家庭庁の創設，こど
も家庭支援センターの設置に対応した見直しがなされ

る予定である。指標については，新たに貧困や障害児
に対する対応，関係者の連携に関する指標の設定を検
討している。また，可能な限り目標値を設定すること，
ロジックモデルを示して，自治体や関係が目指す成果
（アウトカム）に対する事業の位置づけをわかりやす
くすることとしている。

おわりに

第 1次成育医療等基本方針は，新型コロナ禍の影響
などで必ずしも周知が十分であったとは言い難く，成
育医療等基本方針に基づく計画を立てて PDCAサイ
クルを回している地方自治体はあまりないのではない
かと危惧される。国は，2023年度からの第 2次基本
方針とロジックモデルを示し，地方自治体等がそれを

Presented by Medical*Online



122 小 児 保 健 研 究

表 2　医療に関する指標一覧
【医療の指標】
1）妊産婦の歯科健診・保健指導受診率（健康行動）
2）乳幼児健診で要精密と判定を受けた者の中で精密健康診査を受けた者の割合（健康行動）
3）小児人口に対する親子の心の問題に対応できる技術を持った小児科医の割合（小児人口 10 万対）
4）小児人口に対する子どものこころ専門医の割合（小児人口 10 万対）
5）新生児死亡率（健康水準）
6）母体・新生児搬送数のうち受入困難事例の件数（健康行動）
7）かかりつけ医（医師・歯科医師など）をもっている子どもの割合（健康行動）
8）乳児死亡率，1～ 4歳および 5～ 14 歳の死亡率（健康水準）
9）小児（15 歳未満）救急搬送症例のうち受け入れ困難事例の件数（健康行動）

【保健・医療共通指標】
1）妊産婦死亡率（健康水準）
2）産後 1か月時点での産後うつのハイリスク者の割合（健康行動）
3）0日児の死亡数（健康水準）
4）妊娠届け出者数のうち分娩後に妊娠届け出をした人の割合（健康行動）
5）この地域で子育てをしたいと思う親の割合（健康水準）

参考に 2024年からの計画策定を行うように促進する
というスケジュールのようである。
成育基本法の理念，こども家庭庁の創設の理念が絵
に描いた餅にならないように，子ども中心の，すべて
の子どもが健やかに育つ社会の構築に向けて，各ス
テークホルダーが役割を確認して，確実に実施してい
くことが必要である。そのためにも計画策定と評価は
不可欠である。
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「健やか親子 21（第 2次）」

「健やか親子 21」は 21世紀の日本の母子保健の主
要な取り組みを提示するビジョンであり，関係者，関
係機関・団体が一体となってその達成に向けて取り組
む国民運動計画である 1）。国民健康づくり運動である
「健康日本 21」の一翼を担うものとして位置づけられ
ている。2001年から 2014年を計画期間とし，「思春
期の保健対策の強化と健康教育の推進」，「妊娠・出産
に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援」，「小

児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備」，
「子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減」
という 4つの主要課題が設定された。2013年に最終
評価が行われ，これを受けて 2015年から「健やか親
子 21（第 2次）」が開始された。
「健やか親子 21（第 2次）」では，「すべての子ども
がどこでも健やかに育つ社会」を 10年後の目指すべ
き姿とし，2つの方向性が示されたことが特徴である。
すなわち，日本全国どこで生まれても，一定の質の母
子保健サービスが受けられ生命が守られるという地域
間での健康格差の解消が必要であるという点と，疾病
や障害，経済状態等の個人や家庭環境の違い，多様性
を認識した母子保健サービスを展開することが重要で
あるという 2点である。
また，3つの基盤課題と 2つの重点課題からなる合

計 5つの課題が設定された 1，2）（図 4）。
基盤課題 Aは「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保

健対策」，基盤課題 Bは「学童期・思春期から成人期
に向けた保健対策」，基盤課題 Cは「子どもの健やか
な成長を見守り育む地域づくり」，重点課題①は「育
てにくさを感じる親に寄り添う支援」，重点課題②は
「妊娠期からの児童虐待防止対策」である。これらの
課題について，健康水準の指標，健康行動の指標，環
境整備の指標という 3段階の指標設定が行われ，合計
52指標に目標値が設定された。なお，参考とする指
標として，目標値は設定しないが定期的にモニタリン
グをしていく 28指標が合わせて示された。
「健やか親子 21（第 2次）」は，2015年に開始され
た後，2019年に中間評価が実施された。当初は，2024
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